
《補助金関係優遇制度》 
～最高２０億円の助成金～ 

企業立地促進助成金（島根県企業立地促進条例により立地計画の認定を受けた企業） 

条例認定要件 助成金支給要件 助成率 

対象業種 投下固定 

資本額 

新規雇用 

従業員数 

投下固定 

資本額 

新規雇用 

従業員数 
新規雇用従業員数 

助成 

割合Ａ 

助成 

限度額 

１０人以上 １０％ 
製造業 

うち技術者・研究者１０人以上 １５％ 

１０人以上 １５％ 
 特定製造業 

３億円以上 １０人以上 ３億円以上 １０人以上 

うち技術者・研究者１０人以上 ２０％ 

１０億円 

５～９人以上 １５％ 
自然科学研究所 １億円以上 ５人以上 １億円以上 ５人以上 

１０人以上 ２０％ 
１０億円 

１０人以上 １５％ 
ソフト産業 ３千万円以上 １０人以上 ３千万円以上 １０人以上 

うち技術者・研究者１０人以上 ２０％ 
１０億円 

 

立地の区分 助成割合Ｂ 

新設 
県内に新たな事業所を設置する場合 

（土地・建物はリースで、償却資産のみ取得する場合の新規立地を含む。） 

①事業所用地（公的工業団地）を取得し、建物を新増築（生産施設面積の増）する場合 

１０／１０ 

②事業所用地（公的工業団地以外）を取得し、建物を新増築（生産施設面積の増）する場合 

③既存敷地内で、建物を新増築（生産施設面積の増）する場合 
１／２ 増設 

④償却資産の増のみの場合 １／４ 

 

●投資助成額（限度額７億円） 算定式：増加固定資本額×助成割合Ａ×助成割合Ｂ＝助成額 

●雇用助成額（限度額３億円） 新規雇用従業員数１人当たり１００万円（ソフト産業のうちコールセンター業を除く。） 

ただし、ソフト産業において対象とする１年以上の派遣社員・契約社員の増は１人当たり５０万円 

 

大田市企業立地奨励金（最高５，０００万円の助成） 
奨励金支給要件 助成率 

対象業種 投下固定 

資本額 

新規 

雇用者数 
投資助成 雇用助成 通信回線助成 

限度額 

製造業 ７人以上 

ソフトウエア業 

情報処理サービス業 

デザイン業 

自然科学研究所 

その他企業 

５千万円以上 

投下固定 

資本額 

× 

１５％ 

 

５千万円 
(投資助成、雇用助成の

合計額) 

情報提供サービス業 

(コールセンター業を含む) 
３千万円以上 

１０人以上 

 

新規雇用者数 

× 

２０万円 

通信回線 

使用料 

×５０％ 

雇用助成 

５千万円 

通信回線助成 

１千万円（年間） 

(操業開始より５年) 

 

土地代金支払いの緩和（波根地区工業団地） 

最長５年の分割払いもできます。（無利子） 

 

 

 



メイド・イン大田創出支援事業 

企業等の新製品又は新技術の研究及び開発等を促進し、地域経済の活性化と雇用の創出を図るため、企業等が行う、新製品開

発や改良等のものづくり、工業所有権取得、販路開拓等に要する経費の一部を助成する制度です。 

 

ソフト産業家賃補助 

項  目 内        容 

対象業種 
①コールセンター業 ②データセンター業  ③デジタルコンテンツ業 

④ソフトウエア業   ⑤情報処理サービス業 ⑥情報提供サービス業 

補助期間 平成１８年度までに新規に県内へ立地した企業に対して５年間補助 
補助要件 

新規雇用 ２０人以上 

補助額 家賃の３分の１以内（但し１万円／月・坪以内） 
補助内容 

限度額 ２千万円／年 

 

情報通信費補助 

区  分 対  象  企  業 対象期間 補 助 率 

高速通信専用 

回線利用料金 

補助 

・研究開発型企業 

・研究開発を支援する企業等 

（ソフト産業、人材育成機関、試験研究機関等） 

※対象回線…１Ｍｂｐｓ以上 

平成１２～１９

年度の５年間に

制度の利用を開

始した企業に対

し５年間補助 

２分の１ 

(上限５千万円／年)(下限５０万円／年) 

※但し、県内間はインターネット利用及

び共同研究を行う場合に限り対象で、上

限１千万円／年 

雇用確保促進 

特定通信費補助 

島根県企業立地促進条例により立地計画の認定を受けたコ

ールセンタ 

・コールセンター事業に直接要する通信費 

・システム使用料 

・新規雇用要件２０人以上 

利用開始したコ

ールセンターに

対し５年間の補

助 

２分の１ 

（上限５，０００万円／年） 

（下限５０万円／年） 

 

新製品・新技術研究開発助成金 
企業等の新製品又は新技術の研究及び開発等を促進し、産業の高度化及び新産業の創出を図るため、企業等が行う具体的課題

解決のための産学官連携による研究会、市場調査、研究開発、販売戦略構築などに要する経費の一部を助成する制度です。 

 

その他助成金制度（大田市内へ新増設の場合です） ※（ ）は移転の場合 

区  分 対象事業、対象要件 助  成  額  等 限 度 額 事業主体 

３～９人：７，５００円／㎡（１０，０００円／㎡） １．５億円（２億円） 

１０～１９人：９，０００円／㎡（１１，５００円／㎡） １．８億円（２．３億円） 

２０～２９人：１０，５００円／㎡（１３，０００円／㎡） ２．１億円（２．６億円） 

電 源 地 域

産 業 再 配

置 促 進 費

補助金 

工業団地等へ工場等の移

転、新増設をした企業が、

工場着工後５年以内に整

備する環境保全施設、教

育文化施設等 
３０人以上：１２，５００円／㎡（１５，０００円／㎡） ２．５億円（３億円） 

中国経済産

業局 

３～９人：１，２５０円／㎡ ３千万円 

１０～１９人：２，５００円／㎡ ５千万円 

２０～２９人：３，７５０円／㎡ １億円 

電 源 過 疎

地 域 等 企

業 立 地 促

進 事 業 費

補助金 

雇用保険の一般被保険者

が３人以上の新規雇用を

伴う工場、機械設備等の

新増設 

３０人以上：５，０００円／㎡ １．５億円 

（財）電源地

域振興セン

ター 

地 域 雇 用

開 発 促 進

助成金 

５００万円以上の施設設

備の整備に伴い常用で新

規雇用を行った事業所 

＊５人以上の場合は施設設備に要した費用に 

応じて特別奨励金支給 
７５０万円 

厚生労働省 

（ﾊﾛｰﾜｰｸ） 

 

 


